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五
八
・
一
五

中
村
川
〜
笹
内
川

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
八
一
・
〇
二

岩
木
川
下
流

〃

三
一
八
・
〇
四

岩
木
川
上
流

〃

七
・
四
〇

平
川

〃

四
〇
・
六
八

浅
瀬
石
川

〃

一
〇
六
・
三
四

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
八
・
五
六

青
森
地
区

〃

一
五
九
・
二
八

下
北
東
部

〃

一
四
九
・
四
六

下
北
西
部

〃

二
四
・
四
八

上
北
地
区

〃

八
〇
・
三
四

七
戸
川

〃

一
・
一
四

奥
入
瀬
川

〃

九
一
・
七
四

馬
淵
川
下
流

〃

九
九
・
五
六

新
井
田
川

〃

〇
・
一
八

つ
が
る
市

飛
砂
防
備
保
安
林

六
・
一
四

五
所
川
原
市

〃

六
・
二
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

二
二
・
一
六

む
つ
市

〃

〇
・
二
二

下
北
郡
大
間
町

〃

〇
・
三
六

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

六
・
二
〇

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

一
一
・
〇
六
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上
北
郡
横
浜
町

〃

一
一
・
五
〇

三
沢
市

〃

一
一
・
一
六

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

四
・
八
〇

八
戸
市

〃

二
・
六
六

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

防
風
保
安
林

三
・
五
六

西
津
軽
郡
深
浦
町

〃

二
・
八
四

つ
が
る
市

〃

一
二
五
・
四
一

五
所
川
原
市

〃

一
六
・
七
六

北
津
軽
郡
鶴
田
町

〃

三
・
二
八

弘
前
市

〃

〇
・
二
六

下
北
郡
東
通
村

〃

一
三
・
八
〇

む
つ
市

〃

四
・
二
〇

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
五
〇

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

三
二
・
八
一

上
北
郡
横
浜
町

〃

八
・
三
〇

上
北
郡
七
戸
町

〃

〇
・
六
六

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
六
〇

三
沢
市

〃

四
・
七
〇

十
和
田
市

〃

〇
・
二
四

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

〇
・
〇
二

北
津
軽
郡
中
泊
町

干
害
防
備
保
安
林

二
・
四
〇

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町

〃

〇
・
〇
八

青
森
市

〃

一
・
七
六

東
津
軽
郡
平
内
町

〃

一
〇
二
・
九
四

下
北
郡
大
間
町

〃

三
・
六
〇

む
つ
市

〃

三
〇
・
九
八

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
三
八

上
北
郡
七
戸
町

〃

二
・
八
〇

十
和
田
市

〃

一
・
三
七

三
沢
市

〃

三
・
二
六

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

四
八
・
二
八

八
戸
市

〃

一
・
〇
〇

三
戸
郡
階
上
町

〃

三
・
八
四

三
戸
郡
三
戸
町

〃

九
・
三
二



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

公

告

林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
の
失
効

林
業
種
苗
法

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
が
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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三
戸
郡
南
部
町

〃

八
・
六
四

津
軽
地
区

保
健
保
安
林

一
五
五
・
六
二

南
部
地
区

〃

八
一
・
七
二

生
産
事
業
者

生
産
事
業
の
内
容

事

業

所

登
録
番
号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は
名
称
住

所
種

穂
苗

木
名

称
所
在
地

失

効

年
月
日

��
昭
和

��･

�･

��
高
橋
七
郎
十
和
田
市

東
三
番
町

九
の
七

採
取
精
選
幼
苗
の
育
成

幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

有
限
会
社

高
橋
苗
圃
十
和
田
市
平
成

�	･

�･

�


